
助 産 施 設 入 所 事 務 取 扱 要 綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定による助産施設（以下「施設」という。）での助産の実施につい

て、法、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）、児童福祉法施行規則（昭和

２３年厚生省令第１１号）、千葉市児童福祉法施行細則（平成４年千葉市規則第５９号。

以下「施行細則」という。）及び千葉市児童福祉措置費の徴収に関する規則（平成１５

年千葉市規則第２５号。以下「徴収規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 （入所の申込み） 

第２条 施行細則第７条第１項に規定する申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するも

のとする。ただし、証明すべき事項を市が公簿等で確認する旨の同意書（様式第２号）

を提出したものは、この限りでない。 

（１）戸籍全部事項証明書又は世帯全員の住民票 

（２）市民税・県民税所得証明書、源泉徴収票又は確定申告書の控え（１月から６月までの

入所については前々年分、７月から１２月までの入所については、前年分の収入と所得

控除を証するもの） 

（３）生活保護世帯にあっては、生活保護受給証明書 

（４）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯にあって

は、支援給付受給証明書 

（５）母子健康手帳 

（６）健康保険証 

（７）社会保険等による出産給付に係る支給見込額証明書(様式第１号) 

 （入所の諾否の決定） 

第３条 市長は、入所の諾否の決定に際して、妊産婦等から事情聴取を行い、その状況を面

接調査票に記録しておくものとする。 

２ 市長は、施行細則第７条第３項の規定により施設長に通知をするときは、面接調査票を

添付するものとする。 

 （入所の期間） 

第４条 助産施設への入所の期間は、異常分娩の場合、出産に起因する疾病のあることが認

められた場合及び施設の長と市長が協議して必要な期間を定める場合を除き、原則とし

て分娩日の前日から分娩日以後の１３日までの１４日以内とする。 

  （委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、助産施設の入所に関して必要な事項は、こども未来

局長が別に定める。 

   附 則 

  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成９年８月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 



 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規則第１条の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙

は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１８日から施行する。 



様式第１号  

 

 

社会保険等による出産給付に係る支給見込額証明書  

 
 

  被保険者  

 住所・氏名  

 

  妊産婦氏名   世帯主との続柄   

  保険の種類   

  保険者名   

  保険記号・番号   

  出産給付見込額   

 

 

    支給要件に該当すれば、上記のとおり支給する見込であることを証明します。  

 

 

      年   月   日  

 

（あて先）千葉市長  

 

 

 

                 事業所名（所管課名）            

 

 

                                          所在地                  

 

 

                                          代表者（所管課長）            印  

 

 （備考）  

 「出産給付見込額」とは、市町村国民健康保険条例の規定による、又は社会保険におけ

る出産一時金等の出産に関する給付をいう。  

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

年  月  日 

 

（あて先）千葉市長 

 

 

同 意 書 

 

 

下記同意者は、市が申請者         に対する児童福祉法による助産の実施及

び助産の実施に伴う費用の徴収（負担能力の認定を含む）に係る事務手続を処理するため

に限り、次の情報を閲覧又は取得することに同意します。 

 

市が閲覧又は取得する情報 

・住民票関係情報 

・市町村民税（地方税）に関する情報（       年度分） 

・生活保護実施関係情報 

・中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

・上記以外の千葉市が保有する情報で、事務手続を行う上で必要な情報 

 

注意点 

  市が情報の閲覧又は取得することに同意いただいた場合でも、情報を証する書類の

提出をお願いする場合があります。 

 

同
意
者 

申請者との続柄 本人 

フリガナ  

氏名 
 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

生年月日       年   月   日 

住所  

 

世帯に関する情

報について 

私の属する世帯に関して市が保有する上記の情報につい

て、市が必要な範囲で閲覧又は取得することに同意します。

また、市が閲覧又は取得することについて、私の属する世帯 

員の承諾を得ています。 はい ・ いいえ 

備考  



様式第２号 

同
意
者 

申請者との続柄  

フリガナ  

氏名 
 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

生年月日       年   月   日 

住所  □申請者と同居 

 

備考  

同
意
者 

申請者との続柄  

フリガナ  

氏名 
 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

生年月日       年   月   日 

住所  □申請者と同居 

 

備考  

同
意
者 

申請者との続柄  

フリガナ  

氏名 
 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

生年月日       年   月   日 

住所  □申請者と同居 

 

備考  

同
意
者 

申請者との続柄  

フリガナ  

氏名 
 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

生年月日       年   月   日 

住所  □申請者と同居 

 

備考  

 


